
内服管理選択MAPより自己管理可能と判断されたd患者の実態調査

－血管造影治療、ラジオ波焼灼療法、食道静脈癌硬化療法を受ける患者を対象にして－
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I. はじめに

入院患者の内服管理方法の選択については、

入院時に担当看護師が入院前の内服管理方法

や、服薬理解能力、持参薬の残数を確認する

などから、管理方法を判断している。しかし、

自己管理可能と判断した，患者に、入院後服薬

方法の間違いや、飲み忘れがあり、途中で自

己管理から看護師管理へと変更となる事例も

あった。

入院中には治療や検査による身体的な変化

や内服薬の変更など、様々な変化がある。そ

のため自己管理可能と判断された患者でも、

内服管理能力に変化が起こるのではないかと

考えた。そこで、内服管理方法を選択するツ

ーノレとして田中 1）の内服管理選択 MAP（以下

MAP）を導入した。胤Pは入院時など初回の服

薬能力判定と内服管理方法の決定には有用で

あるが、経過を追っての変化には対応しにく

いと述べている。

そこで、内服管理能力に変化をもたらすも

のとして、治療後の身体的症状と内服薬の変

更に着目した。さらに治療や検査の中でも、

当病棟に多い血管造影治療（以下 IVR）、ラジ

オ波焼灼療法（以下RFA）、食道静脈癌硬化療

法（以下 EIS）を受ける患者に内服管理の実

態調査を行ったところ、 MAPで「自己管理J

と判断された患者 23名中 2名に治療後の内

服間違いがあった。その要因を考察したので

ここに報告する。

II. 目的

1. MAPを使用して内服自己管理可能と判

断された患者が治療後の身体侵襲や内服薬

の変更により内服自己管理能力に変化をも

たらすのかを知る。

2.治療後の内服自己管理能力に変化があ

った場合、 MAPを使用して内服自己管理と

判断された患者に影響を与えた要因を探る。

ill.研究方法

1. 対象および期間

対象：内服自己管理をしており、 IVR• 

RFA・EIS施行目的の入院患者

23名

期間：平成 23年8月 22日～10月初日

2.方法

( 1 ）入院時、 MAP*（図 1）を使用する。

内服管理選択 MAP：塩見らの服薬能力判

定試験を参考に、運動領域・認知領域・情

動領域の側面から質問項目を決め、各質問

項目にYES・NOで答え、矢印に沿って進み、

内服管理方法にたどりつくよう工夫された

もの。解釈を困難と予測する質問項目は判

断基準を設け明文化されている。
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【判断基準】

1.視力・聴覚障害がある
・薬袋の文字が見えない、通常の声の大きさでは聞こえない時 YESへ
・薬袋の文字が見える、通常の声の大きさで聞こえる司 NOへ

2.麻癖・しびれ・骨格筋の異常がある
・商第1-2指でマ11,(QK・サイン）を作ってもらい、①片手のみしか出来ない②マ

狩努鋭機臨急車矩怒沼想E狩凱想主鍵史
・5軍第1四 Z指でマJi,(OKサイン）を作ってもらった時lこ‘両手で震えることな〈出
来る場合司 NOへ

3.入院時、最終処方自からの持参の残数が暖昧である
号器包lfflf~合、処方変更位、残業の理由を明確に言うことが

4.服薬時聞が理解できている
・『それぞれの服薬附聞について教えて下さい』と質問し、食前・食後・食間・眠前
の区別ができている~ YESへ
官接日連，~，隠どて教え巾、」と質問し、医師の指示と異なる時

図1.内服管理選択MAP

※「入院時、最終処方日からの持参薬の残

数が暖昧であるj という項目は、残数の合

わない理由を明確にするために「受診日の

間隔の都合、処方変更など、残数の理由を

明確に言うことができる」を判断基準に追

加した。

(2) MAPで「自己管理Jとなった患者に対

し、治療前後4日間の内服確認を行う。

1）内服確認方法

①内服後のPTPシートはすべて捨てず

にケースに入れてもらう。

②看護師が毎食前後・眠前に内服後の

PTPシ｝トを回収し、処方筆で確認する。

2）内服確認期間

①治療前：入院翌日から4日間とし、

その4日間内に治療があった場合は治療

前日で終了する。

②治療後：治療当日は内服中止になる

ことが多いため、治療翌日から 4日間の

内服確認とする。

3.倫理的配慮

院内の看護研究倫理委員会の承諾を得た。

また患者には、研究協力のお願いとして説

明文を用い説明を行い、同意文書にて同意

を得た。

N.結果

内服自己管理をしており、 IVR・RFA・EIS

施行目的の入院患者23名（男性 14名・女性

9名）に入院時に阻Pを使用した結果、 23名

全員が自己管理と判定された。年齢は52歳～

80歳（平均年齢 67歳）で、治療前の内服間

違いはなかった。

治療後4日間中、問題なく自己管理できて

いた患者は21名（91.3%）、内服間違いがあ

った患者は2名（8.7%）で、あった。身体的症

状が出現したのは 12名（52.1 %）で、そのう

ち1名（8.3%）に内服間違いがあった。調査

中に内服変更された患者は5名（21.7%）で、

内服間違いはなかった。
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治療別の身体的症状として、 IVR12名中 7

名、 EIS5名中 1名、 RFA6名中3名に症状が

出現した。出現した症状として、 IVRを受け

た患者には 37.0～38.5度の発熱・腹痛など、

EISを受けた患者には幅吐、RFAを受けた患者

には 37.0度台の微熱・腹痛が生じた。

v.考察

内服間違いがあった患者 1名を A氏（表 1)

とし、 A氏はTAE（肝動脈塞栓療法）後 2日目

の朝に食後の薬剤を朝食前に内服し、 4日目

の朝には一部の薬剤の飲み忘れがあった。治

療後4日間に発熱が続いており、起床後「ど

こかわからないJというような発言や、夜間

便失禁が見られたりと、発熱による判断力や

認知力の低下がみられた。このような状態か

ら見て、 A氏にはせん妄の様な症状が出現し

ていたのではないかと考えた。

表 1. A氏 70歳代男性

•TAE後2日自の朝に朝食後の薬剤を7種類全て
内服状況 朝食前に内服した

・TAE後4日目の朝に1種類を飲み忘れた

圃TAE後4日間に発熱していた（体温37.8度～38.3度）

治療後の ・TAE後2日目の起床後lこ「どこかわからない」と

身体的症状 いう発言があった
・TAE後3日自の夜間に使失禁があった

内服薬の変更 なし

処方内容 1.ポルトラック原末6gヒート 3包／毎食後
2 リーパクト配合頼粒4.15g3包／毎食後
3.オメプラール錠20mg1錠／朝食後
4.ラシックス20mg1錠／朝食後
5.アタラックスPcap1Cap／夕食後
6.アルダクトンA細粒10%12.5mg／朝食後
7.酸化マグネシウム錠330mg3錠／毎食後
8.マイスリー錠10mg1錠／寝る前
9.アリナミンF錠25mg2錠／朝・夕食後

白取2）は高齢者が病気によって入院すると

いうことは、それだけでせん妄を引き起こす

要因が複数存在することになると述べている。

A氏の場合、高齢であること、入院という

環境変化や心理的ストレス、 TAE後の副作用

症状の発熱などの身体的症状が要因となって

判断・理解力の低下が引き起こされ、内服管

理能力に変化をもたらしたのではないかと考

える。

山本3）の研究では、服薬管理能力における

インシデント・アクシデントの要因で「患者

の判断・理解力の低下jが35%を占めており、

最も多い発生要因だと報告している。

また、佐々木4）は患者が服薬ミスを起こし

やすい状況を「精神的・身体的苦痛があり、

注意が集中していない場合、検査・治療によ

り生活リズムに変化が生じた場合」と述べて

いる。治療後4日間という調査期間は急性期

かっ治療に伴う苦痛が生じている時期であり、

IVR • RFA • EISを施行した患者52.1%に身体

的症状が出現しており、治療後という環境そ

のものが服薬ミスを起こしやすい状況にある

と考える。

以上のことから、治療後は全ての患者が服

薬ミスを起こしやすい状況にあり、治療によ

る身体侵襲は自己管理能力に変化をもたらす

要因のーっとなりうる。よって、今回の研究

においても内服管理選択MAPは経過を追って

の変化には対応しにくいことがわかった。今

後は治療後の身体的症状により引き起こされ

る判断力や認知力の低下も考慮し、個々の状

態に応じた看護介入をしていく必要がある。

もう一名の患者B氏（表2）はRFA後2日

目と 4日目の朝に飲み忘れがあった。調査期

間中に内服薬の変更や身体的症状はなかった

ことから、自宅で、の内服状況の確認を行った

ところ、普段より飲み忘れの自覚があること

がわかった。

表2. B氏 70歳代男性

・RFA後2日自の朝！こ2種類の飲み忘れが

肉服状況
あった

・RFA後4日目の朝lこ1種類の飲み忘れが

あった

治療後の
なし

身体的症状

内服薬の変更 なし

処方肉容 1.フリパス OD錠75mg1錠／朝食後

2.デトルシトールCap4mg 1 Cap／朝食後

3.ウルソ100mg3錠／毎食後
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MAPでは自己管理可能という判断になった

が、本来では普段から飲み忘れがあるため、

「入院時、最終処方日からの持参薬の残数が

暖昧である」という項目でYESとなり自己セ

ットとなるため、看護師管理が必要であった。

当病棟のほとんどの患者の持参薬は残数に

パラつきがあるため、残数だけでは内服状況

についての判断ができない。そのため、新た

な判断基準を追加することで、残数が合わな

い理由を明確にできると考えていたが、自宅

での内服忘れを把握するには不十分であるこ

とが明らかになった。よって、自宅での内服

状況を明確にするためには「自宅・または前

回入院時では内服自己管理をしていた」とい

う項目に判断基準を新たに追加することで、

当病棟の特徴に応じたツールになると考える。

VI.結論

1. 治療後は、服薬ミスを起こしやすい状

況にあり、治療による身体侵襲は自己管

理能力に変化をもたらす要因のーっとな

りうる。

2.「入院時、最終処方日からの持参薬の残

数が唆味である」という項目の理由を明

確にするために判断基準を追加したが、

自宅での内服状況の把握には不十分で、あ

った。今後は自宅での内服状況を把握す

るための判断基準を追加する必要がある。

VII.今後の課題

内服管理能力の判定は入院時だけではな

く治療後にも再評価していく。

また、当病棟の特徴に応じたツーノレにす

るため、田中の内服管理選択胤Pに判断基

準を追加する。
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